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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺針を固定する穿刺針アタッチメントを装着する超音波プローブを有する穿刺用の超
音波診断装置であって、
　前記超音波プローブは、前記穿刺針アタッチメントが正しく装着されていることを検出
する複数の検出装置を有し、
　前記複数の検出装置のうち、少なくとも１つは記録部リーダであり、
　前記穿刺針アタッチメントは、前記超音波プローブに正しく装着された場合に前記記録
部リーダと対向する位置に、当該穿刺針アタッチメントに関する情報を記録した記録部を
有し、
　前記記録部リーダは、前記記録部から前記穿刺針アタッチメントに関する情報を読み出
し、
　全ての前記検出装置が前記穿刺針アタッチメントが前記超音波プローブに正しく装着さ
れたことを検出した場合は、前記記録部リーダが読み出した前記穿刺針アタッチメントに
関する情報を基に装着された前記穿刺針アタッチメントに適合するガイドラインを表示し
、そうでない場合は、前記穿刺針アタッチメントが前記超音波プローブに正しく装着され
ていないことを報知する
超音波診断装置。
【請求項２】
　前記ガイドラインは、前記穿刺針の刺入範囲の境界をなす線である
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請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記穿刺針アタッチメントに関する前記情報は、前記穿刺針アタッチメントの種類及び
前記穿刺針の刺入角度の情報を含む
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記本体部は、前記穿刺針アタッチメントの種類に応じた前記ガイドラインを前記断層
画像上に表示するためのガイドライン情報を記憶するデータベースを有する
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記超音波プローブが受信したエコー信号を基に断層画像を生成する本体部と、
　前記本体部が生成した断層画像を表示する表示部と、
を有し、
　前記本体部は、全ての前記検出装置が前記穿刺針アタッチメントが前記超音波プローブ
に正しく装着されたことを検出した場合に前記断層画像上に前記ガイドラインを重ねて前
記表示部に表示する
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記記録部は、バーコードであり、
　前記記録部リーダは、バーコードリーダである
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記記録部は、ＩＣタグであり、
　前記記録部リーダは、ＩＣタグリーダである
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記記録部は、磁気カードであり、
　前記記録部リーダは、磁気カードリーダである
請求項１に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断に並行してバイオプシー（生検組織診断）を行うことが可能な超
音波診断装置、超音波プローブ及び穿刺針アタッチメントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体の内部（患部）に超音波を送波してそのエコーを受信し、エ
コー受信信号に基づいて、患部の断層像をはじめとする各種の診断情報を生成する。
【０００３】
　患部に対しバイオプシー等を実施する際には、超音波診断に並行して穿刺針による穿刺
が行われる。穿刺を行う場合は、超音波を送波する超音波プローブに穿刺用のアタッチメ
ント（案内具）を装着し、このアタッチメントに穿刺針を取り付けて穿刺を行う。アタッ
チメントは、例えば案内孔を複数個有し、使用者は穿刺したい患部の位置に応じて複数の
案内孔のうちの適宜の案内孔に穿刺針を通して穿刺を行う。
【０００４】
　従来、穿刺のために超音波プローブにアタッチメントを取り付ける際には、アタッチメ
ントをプローブに正しく装着し、しっかり固定する必要がある。
　しかし、アタッチメントの形状によっては、しっかり固定することが難しい場合があっ
た。このような場合に、アタッチメントがプローブにしっかり固定されているか否かを判
断する方法は、直接目でアタッチメントの装着部位を見て確認するしかない、という不利
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益があった。
【０００５】
　上述の不利益を解消するために、例えば特許文献１に開示された技術がある。
【特許文献１】特開２００６－１２２４９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１には、超音波プローブに、プローブの種類によって異なる位置にプローブ識
別孔を設け、その直下にフォトスイッチを設けるとともに、その超音波プローブに適合す
る穿刺アダプタ（穿刺針アタッチメント）には、適正に超音波プローブに装着されたとき
プローブ識別孔に入りこみその直下のフォトスイッチの光路を遮断する位置に遮光用突起
部を設けることにより、超音波装置本体が自動的に超音波プローブと穿刺アダプタの適合
状態を識別して、適合状態の良否を表示部に表示する超音波診断装置が開示されている。
【０００７】
　特許文献１に開示された超音波診断装置によれば、形状が同じ、あるいは酷似した超音
波プローブ間で穿刺アダプタを取り違えて装着した状態で、あるいは適正な穿刺アダプタ
であっても誤った装着状態で穿刺作業を行うことを防止することができる。
【０００８】
　しかし、特許文献１に開示された超音波診断装置では、超音波プローブにつき１つのフ
ォトスイッチ、穿刺アダプタにつき１つの遮光用突起部しか有さず、フォトスイッチを遮
光用突起部が遮光すれば正しく適合していると検出されるので、例えば遮光用突起部がフ
ォトスイッチを覆ってはいるものの穿刺アダプタが超音波プローブに対して斜めに装着さ
れており、超音波プローブと穿刺用アダプタが完全には適合していないような状態を検出
することができない、という不利益がある。
　また、穿刺用アダプタの種類が１つの超音波プローブに対して複数ある場合に、特許文
献１に開示された超音波診断装置では穿刺用アダプタの種類を検知しないので、表示部に
表示されるガイドラインが装着した穿刺用アダプタに適合したガイドラインではない場合
もある、という不利益がある。
【０００９】
　本発明は、上述した不利益を解消するために、穿刺針アタッチメントが正しく装着され
ていることを確認でき、装着されたアタッチメントの種類を検知できる超音波診断装置、
超音波プローブ及び穿刺針アタッチメントを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した目的を達成するために、第１の発明の超音波診断装置は、穿刺針を固定する穿
刺針アタッチメントを装着する超音波プローブを有する穿刺用の超音波診断装置であって
、前記超音波プローブは、前記穿刺針アタッチメントが正しく装着されていることを検出
する複数の検出装置を有し、前記複数の検出装置のうち、少なくとも１つは記録部リーダ
であり、前記穿刺針アタッチメントは、前記超音波プローブに正しく装着された場合に前
記記録部リーダと対向する位置に、当該穿刺針アタッチメントに関する情報を記録した記
録部を有し、前記記録部リーダは、前記記録部から前記穿刺針アタッチメントに関する情
報を読み出し、全ての前記検出装置が前記穿刺針アタッチメントが前記超音波プローブに
正しく装着されたことを検出した場合は、前記記録部リーダが読み出した前記穿刺針アタ
ッチメントに関する情報を基に装着された前記穿刺針アタッチメントに適合するガイドラ
インを表示し、そうでない場合は、前記穿刺針アタッチメントが前記超音波プローブに正
しく装着されていないことを報知する。
【００１１】
　第２の発明の超音波プローブは、穿刺針を固定する穿刺針アタッチメントを装着する穿
刺用の超音波診断装置の超音波プローブであって、前記穿刺針アタッチメントが正しく装
着されていることを検出する複数の検出装置を有し、前記複数の検出装置のうち、少なく
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とも１つは記録部リーダである。
【００１２】
　第３の発明の穿刺針アタッチメントは、穿刺用の超音波診断装置の超音波プローブに装
着される穿刺針アタッチメントであって、前記超音波プローブに正しく装着された場合に
前記超音波プローブが有する記録部リーダと対向する位置に、当該穿刺針アタッチメント
に関する情報を記録した記録部を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、穿刺針アタッチメントが正しく装着されていることを確認でき、装着
されたアタッチメントの種類を検知できる超音波診断装置、超音波プローブ及び穿刺針ア
タッチメントを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本実施形態の超音波診断装置１０００について説明する。
　図１は、本実施形態の超音波診断装置１０００のブロック図である。
【００１５】
　図１に示すように、超音波診断装置１０００は、超音波プローブ１００と、本体部２０
０と、表示部４００とを有し、超音波プローブ１００には穿刺用の穿刺針を取り付けるた
めのアタッチメント３００が装着される。
　超音波プローブ１００は医師等の使用者により被検体に当接されて使用される。
　超音波プローブ１００は、その側面、後述するアタッチメント３００のバーコード３０
２と対向する位置にバーコードリーダ１０１を有する。
　バーコードリーダ１０１は、後述するバーコード３０２を読み取る。
【００１６】
　超音波プローブ１００は、信号ケーブル１０２によって本体部２００に接続されている
。
　本体部２００は、超音波プローブ１００に駆動信号を与えて超音波を送波させる。また
、本体部２００は、超音波プローブ１００が受波したエコー信号を受信し、それに基づい
て断層画像を生成して表示部４００に表示する。
【００１７】
　本体部２００は、バーコードリーダ１０１から受信した信号を基に、アタッチメント３
００が超音波プローブ１００に正しく装着されているか否かの判断を行う。この判断は、
例えばバーコードリーダ１０１が正しく読み取りできているか否かを基準に行えばよい。
　なお、アタッチメント３００が超音波プローブ１００に正しく装着されている、とは、
アタッチメント３００が超音波プローブ１００に完全に固定され、アタッチメント３００
上で後述するように穿刺針の刺入角度を変化させる等の操作を行ってもアタッチメント３
００が超音波プローブ１００に対してずれたりしない状態のことを指す。
【００１８】
　本体部２００は、バーコードリーダ１０１から受信した信号を基に、アタッチメント３
００の種類（例えば、リニアプローブ用とコンベックスプローブ用等、或いは穿刺針の角
度等）を特定する。
【００１９】
　ここで、アタッチメント３００が正しく装着されたと確認され種類が特定された場合は
、特定されたアタッチメント３００の種類に応じた穿刺針の穿刺経路をガイドラインとし
て断層画像上に表示する。ガイドラインとは、アタッチメント３００を用いて穿刺を行う
ときの被検体内での穿刺針の進入経路を表す画像である。例えば、図示しない記憶部にア
タッチメント３００の種類とそれぞれの種類に対応したガイドライン情報を記憶し、必要
な情報を読み出して断層画像に重ねて表示すればよい。
　また、本体部２００は、アタッチメント３００が正しく装着されていないと判断された
場合にはガイドラインを表示せず「アタッチメントが正しく装着されていない可能性があ
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ります」等の警告画面を表示する。
【００２０】
　すなわち、超音波プローブ１００が信号ケーブル１０２によって本体部２００に接続さ
れ、本体部２００に電源が供給された状態で、穿刺用ガイドラインを表示させる機能が選
択されると、アタッチメント３００が正しく装着されている場合にはガイドラインが表示
され、それ以外の場合は警告画面が表示部４００に表示される。
　なおアタッチメント３００が正しく装着されていない場合、その旨を使用者に通知する
警告画面を表示するとしたが、本体部２００内にブザー等の警報報知器を設けて、警告画
面を表示する代わりに警報音により報知を行ってもよい。
　表示部４００は、本体部２００に接続され、本体部２００が生成した断層画像及びガイ
ドラインを表示する。
【００２１】
　超音波プローブ１００には、穿刺針を固定するためのアタッチメント３００が取り付け
られる。以下、アタッチメントの一例を説明する。
　図２及び図３は、アタッチメント３００の外観図である。
　図２がアタッチメント３００の側面図、図３がアタッチメント３００の平面図である。
　図２に示すように、アタッチメント３００は、プローブ結合部３０１、バーコード３０
２、固定部３０３、可動部３０４、軸３０５、溝３０６、横ピン３０７、縦ピン３０８、
つまみ３０９、案内孔３１０を有する。
【００２２】
　プローブ結合部３０１は超音波プローブ１００と結合する部分であり、超音波プローブ
１００の外周に適合する内周を持つ環状の構造となっている。
　プローブ結合部３０１の環の内側、超音波プローブ１００と接する部位にバーコード３
０２が配設されている。バーコード３０２は、アタッチメント３００が超音波プローブ１
００に正しく装着された時に、後述する超音波プローブ１００のバーコードリーダ１０１
と対向する位置に配されている。本実施形態では、プローブ結合部３０１の環を挟んだ反
対側にそれぞれ１つずつバーコード３０２が配されている場合について説明する。
【００２３】
　バーコード３０２には、アタッチメント３００に関する情報が記載され、アタッチメン
ト３００が超音波プローブ１００に正しく装着された場合には、この情報がバーコードリ
ーダ１０１によって読み出される。
　アタッチメント３００に関する情報は、アタッチメント３００の種類等の情報である。
全てのバーコード３０２に同じ情報が記載されている。
【００２４】
　固定部３０３は概ねＵ字形をなす板状の部材、可動部３０４は概ね扇形をなす板状の部
材であり、固定部３０３が可動部３０４を両側から挟み込むように構成されている。
　可動部３０４は、扇型の中心に相当する部分に設けられた軸３０５を中心に固定部３０
３に対して回転可能である。可動部３０４の回転角度は、固定部３０３に設けられた溝３
０６とそれに係合する横ピン３０７によって規定される。溝３０６は、固定部３０３の軸
３０５とは反対側の端面に板の厚み方向に沿って設けられている。図２及び図３に示した
例では、溝３０６は所定の間隔で３個設けられている。ただし、溝の数を３個としたのは
一例であり、溝の数は１つ以上のいくつでも良い。
【００２５】
　横ピン３０７は、縦ピン３０８に垂直に設けられている。縦ピン３０８は可動部３０４
の軸３０５とは反対側に植設されている。縦ピン３０８は端部につまみ３０９を有し、つ
まみ３０９を上下させることにより、縦ピン３０８が引き出されたり押し込まれたりする
ようになっている。すなわち、縦ピン３０８を引き出して横ピン３０７と溝３０６との係
合を解除することにより可動部３０４が回転自由となり、可動部３０４を回転させて横ピ
ン３０７を別な溝３０６に係合させることにより、可動部３０４の回転角度を変更するこ
とができる。
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【００２６】
　可動部３０４は、縦ピン３０８が植設されている側とは扇の開きの反対側に、穿刺針用
の案内孔３１０を有する。案内孔３１０は、扇形における放射方向に可動部３０４を貫通
している。案内孔３１０に穿刺針が挿入される。穿刺針の方向は案内孔３１０の中心軸の
角度によって規定される。案内孔３１０の中心軸の角度すなわち穿刺針の刺入角度は、可
動部３０４の回転角度を変化させることにより変えることができる。
【００２７】
　以下、本実施形態の超音波診断装置１０００の穿刺時の動作例を説明する。
　図４は、本実施形態の超音波診断装置１０００の穿刺時の動作例を説明するためのフロ
ーチャートである。
　　ステップＳＴ１：
　超音波プローブ１００にアタッチメント３００が装着される。
　　ステップＳＴ２：
　バーコードリーダ１０１がバーコード３０２を読み取る。
【００２８】
　　ステップＳＴ３：
　ステップＳＴ２において２つのバーコードリーダ１０１がどちらもバーコード３０２を
読み取ることができた場合は、アタッチメント３００が正しく装着され固定されていると
判断してステップＳＴ４に進む。２つのバーコードリーダ１０１の内どちらか、或いはど
ちらもバーコード３０２を読み取ることができなった場合は、アタッチメント３００ア正
しく装着されていないと判断してステップＳＴ６に進む。
　　ステップＳＴ４：
　本体部２００は、ステップＳＴ２においてバーコードリーダ１０１がバーコード３０２
から読み取ったアタッチメント３００に関する情報からステップＳＴ１において装着され
たアタッチメント３００の種類を特定する。
【００２９】
　　ステップＳＴ５：
　本体部２００は、ステップＳＴ４において特定したアタッチメント３００の種類に応じ
たガイドラインを表示部４００に表示する。
【００３０】
　以上説明したように、本実施形態の超音波診断装置１０００によれば、穿刺用のアタッ
チメント３００はバーコード３０２を２つ有し、アタッチメント３００が超音波プローブ
１００に装着される際に、正しく装着された場合のバーコード３０２と対向する超音波プ
ローブ１００上の位置にバーコード３０２と同数のバーコードリーダ１０１が配されてい
る。これにより、全てのバーコードリーダ１０１がそれぞれ対向する位置のバーコード３
０２を読み取ることができた場合にはアタッチメント３００が超音波プローブ１００に正
しく装着されていると本体部２００が判断し、いずれか１つでも読み取ることができなか
った場合にはアタッチメント３００が超音波プローブ１００に正しく装着されていないと
本体部２００が判断できる。更に、本体部２００は、アタッチメント３００が超音波プロ
ーブ１００に正しく装着されていると判断した場合には、読み取ったバーコード３０２の
情報を基にそのアタッチメント３００の種類に対応したガイドラインを表示部４００に表
示し、アタッチメント３００が超音波プローブ１００に正しく装着されていないと判断し
た場合には、警告画面等により正しく装着されていない旨を報知する。
【００３１】
　本発明は上述した実施形態には限定されない。
　すなわち、本発明の実施に際しては、本発明の技術的範囲またはその均等の範囲内にお
いて、上述した実施形態の構成要素に関し様々な変更、コンビネーション、サブコンビネ
ーション、並びに代替を行ってもよい。
【００３２】
　上述した実施形態では、アタッチメント３００がバーコード３０２を２つ有し、超音波
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プローブ１００がバーコードリーダ１０１を有してこれらを読み取るとしたが、本発明は
これには限定されない。例えば、アタッチメント３００がＩＣタグや磁気カードのような
記録部を２つ以上有し、超音波プローブ１００はこれらに対向する位置に当該記録部のリ
ーダを有する構成としてもよい。これらの記録部には、アタッチメント３００に関する情
報が記載されている。
　更に、超音波プローブ１００が非接触センサを２つ以上有し、これによってアタッチメ
ント３００の装着を検知してもよいし、アタッチメント３００が突起を有し、超音波プロ
ーブ１００が対向する位置に物理的スイッチを有して、これによってアタッチメント３０
０の装着を検出してもよい。ただし、これらの場合には、装着されたアタッチメント３０
０の種類を本体部２００が特定できないため、例えば、アタッチメント３００は上述した
バーコード３０２或いは記録部を少なくとも１つは有し、その他に上述した非接触センサ
や物理的スイッチを有するような構成にすればよい。
【００３３】
　すなわち、本発明は、上述したバーコード及びバーコードリーダ、ＩＣタグ及びＩＣタ
グリーダ、非接触センサ、突起及び物理的スイッチ等、アタッチメント側の被検出部と超
音波プローブ側の検出部とで構成される検出装置を２つ以上有し、全ての検出部が被検出
部を検出したことにより、アタッチメントが超音波プローブに正しく装着されたと判断し
、更に２つ以上の検出装置のうち少なくとも１つはアタッチメントに関する情報を記録す
る記録部と記録部リーダから構成されるような超音波診断装置、超音波プローブ、アタッ
チメントに適用される。
【００３４】
　また、上述した実施形態では、バーコード３０２に記載された、アタッチメント３００
に関する情報は、アタッチメント３００の種類等の情報であるとしたが、穿刺針の刺入角
度を変更できないアタッチメントであった場合には、これに加えて穿刺針の刺入角度の情
報等を含んでいても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本実施形態の超音波診断装置１０００のブロック図である。
【図２】図２は、アタッチメント３００の側面図である。
【図３】図３は、アタッチメント３００の平面図である。
【図４】図４は、本実施形態の超音波診断装置１０００の穿刺時の動作例を説明するため
のフローチャートである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０００…超音波診断装置、１００…超音波プローブ、１０１…バーコードリーダ、１
０２…信号ケーブル、２００…本体部、３００…アタッチメント、３０１…プローブ結合
部、３０２…バーコード、３０３…固定部、３０４…可動部、３０５…軸、３０６…溝、
３０７…横ピン、３０８…縦ピン、３０９…つまみ、３１０…案内孔、４００…表示部



(8) JP 4280756 B2 2009.6.17

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(9) JP 4280756 B2 2009.6.17

10

フロントページの続き

    審査官  川上　則明

(56)参考文献  特開平０９－２７６２７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１２２４９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－１１６８１４（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　８／００　　　　



专利名称(译) 超声诊断设备

公开(公告)号 JP4280756B2 公开(公告)日 2009-06-17

申请号 JP2006165758 申请日 2006-06-15

申请(专利权)人(译) GE医疗系统环球技术公司有限责任公司

当前申请(专利权)人(译) GE医疗系统环球技术公司有限责任公司

[标]发明人 早坂一純

发明人 早坂 一純

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B17/3403 A61B8/0833 A61B8/4455 A61B90/96 A61B90/98 A61B2017/00482 A61B2017/3413

FI分类号 A61B8/00 A61B8/14

F-TERM分类号 4C601/EE11 4C601/EE16 4C601/FF04 4C601/FF05 4C601/GA01 4C601/KK12 4C601/KK24 4C601
/KK31 4C601/KK34 4C601/LL05

代理人(译) 佐藤隆久

审查员(译) 川上 則明

其他公开文献 JP2007330504A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供能够确认穿刺针附件的正确安装并检测安装附件的
种类和穿刺针附件的超声波诊断装置和超声波探头。 ŽSOLUTION：当
超声波探头100的所有条形码读取器101中的每一个能够在相对位置读取
附件300的条形码302时，主体部件200判断附件300正确地安装在超声波
探头100上在显示部分400上显示与附件300的种类对应的引导线。当不
能读取条形码时，主体部分200判断附件300没有正确地安装在超声波探
头100上并通知附件300没有正确安装的效果。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3708161b-a29d-40f6-9fdb-dec694d298ff
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038919917/publication/JP4280756B2?q=JP4280756B2

